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新型コロナウイルス感染症の影響により、社会とのつながりが希薄し、生活不安やストレ
ス、生きづらさを抱える家庭や子どもが増えています。児童虐待防止法が平成12（2000）年
11月20日に施行されてから本年で21年が経過し、令和2（2020）年4月からは「児童のしつけ
に際して体罰を加えてはならない」とする親の体罰禁止を盛り込んだ児童虐待防止法と児童
福祉法の改正がそれぞれ施行されるとともに、民法の「懲戒権」規定の削除と体罰禁止規定
追加の方針が固まりつつあります。これまでさまざまな対策が図られてきましたが、2020年
度の児童相談所の児童虐待相談対応件数（速報値）は20万5,029件で過去最多を更新し、増
加の一途をたどっています。

一方、本年4月1日からは、明治以来の成年年齢20歳が18歳に引き下げられることにより、
児童福祉法で定める「児童」（18歳未満）と、民法上の「未成年」とは同じ定義となり、2年
の準備期間を経ずに、児童から成年になることへの自立と責任が伴うことになります。

こうしたなか、私たち民生委員・児童委員、主任児童委員は、これまで以上に、子どもた
ちの最も身近な相談相手として寄り添い、地域住民や関係機関・団体と連携を図りながら、
子どもや子育て家庭の支援に取り組み続けることが期待されるのではないでしょうか。

児童虐待は子どもだけの問題と捉えずに、子育て不安を抱える保護者、家庭全体を視野に
入れた地域住民との関係づくりが必要です。本書は、児童虐待がなぜ起こり、どのようにす
れば防ぐことができるのかを学び、児童委員活動のよりいっそうの推進に向け、児童虐待の
発生予防・早期発見の視点から具体的な実践につなげていくためのヒントになればと願い、
作成いたしました。

また、全民児連では、「民生委員制度創設100周年活動強化方策」および「児童委員活動方
策2017」の具体化に向けて「地域版　活動強化方策」の作成を呼びかけています。これは、
地域の子どもや子育て家庭の実情や課題を踏まえて、関係機関・団体などと連携しながら、
活動や実践に結びつけていただきたいと思っています。本書がそうした活動を生みだすため
の一助にもなれば幸いです。

終わりに、本書の作成にあたり、ご協力をいただきました執筆者7名の皆さまに厚く御礼
申しあげます。

令和4（2022）年1月
全国民生委員児童委員連合会  

会長 得 能 金 市
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二
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六
年
五
月
五
日

　
　

わ
れ
ら
は
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
し
た
が
い
、
児
童
に
対
す
る
正
し
い
観
念
を

確
立
し
、
す
べ
て
の
児
童
の
幸
福
を
は
か
る
た
め
に
、
こ
の
憲
章
を
定
め
る
。

児
童
は
、
人
と
し
て
尊
ば
れ
る
。

児
童
は
、
社
会
の
一
員
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。

児
童
は
、
よ
い
環
境
の
な
か
で
育
て
ら
れ
る
。

　一 

す
べ
て
の
児
童
は
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
う
ま
れ
、
育
て
ら
れ
、
そ
の
生

活
を
保
障
さ
れ
る
。

　二 

す
べ
て
の
児
童
は
、
家
庭
で
、
正
し
い
愛
情
と
知
識
と
技
術
を
も
っ
て
育
て
ら

れ
、
家
庭
に
恵
ま
れ
な
い
児
童
に
は
、
こ
れ
に
か
わ
る
環
境
が
与
え
ら
れ
る
。

　三 

す
べ
て
の
児
童
は
、
適
当
な
栄
養
と
住
居
と
被
服
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、

疾
病
と
災
害
か
ら
ま
も
ら
れ
る
。

　四 

す
べ
て
の
児
童
は
、
個
性
と
能
力
に
応
じ
て
教
育
さ
れ
、
社
会
の
一
員
と
し

て
の
責
任
を
自
主
的
に
果
た
す
よ
う
に
、
み
ち
び
か
れ
る
。

　五 

す
べ
て
の
児
童
は
、
自
然
を
愛
し
、
科
学
と
芸
術
を
尊
ぶ
よ
う
に
、
み
ち
び

か
れ
、
ま
た
、
道
徳
的
心
情
が
つ
ち
か
わ
れ
る
。

　六 

す
べ
て
の
児
童
は
、
就
学
の
み
ち
を
確
保
さ
れ
、
ま
た
、
十
分
に
整
っ
た
教

育
の
施
設
を
用
意
さ
れ
る
。

　七 

す
べ
て
の
児
童
は
、
職
業
指
導
を
受
け
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。

　八 

す
べ
て
の
児
童
は
、
そ
の
労
働
に
お
い
て
、
心
身
の
発
育
が
阻
害
さ
れ
ず
、

教
育
を
受
け
る
機
会
が
失
わ
れ
ず
、
ま
た
、
児
童
と
し
て
の
生
活
が
さ
ま
た
げ

ら
れ
な
い
よ
う
に
、
十
分
に
保
護
さ
れ
る
。

　九 

す
べ
て
の
児
童
は
、
よ
い
遊
び
場
と
文
化
財
を
用
意
さ
れ
、
わ
る
い
環
境
か
ら

ま
も
ら
れ
る
。

　十 
す
べ
て
の
児
童
は
、
虐
待
、
酷
使
、
放
任
そ
の
他
不
当
な
取
扱
か
ら
ま
も
ら
れ
る
。

 
あ
や
ま
ち
を
お
か
し
た
児
童
は
、
適
切
に
保
護
指
導
さ
れ
る
。

十
一 

す
べ
て
の
児
童
は
、
身
体
が
不
自
由
な
場
合
、
ま
た
は
精
神
の
機
能
が
不
充

分
な
場
合
に
、
適
切
な
治
療
と
教
育
と
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。

十
二 

す
べ
て
の
児
童
は
、
愛
と
ま
こ
と
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
よ
い
国
民
と
し
て
人

類
の
平
和
と
文
化
に
貢
献
す
る
よ
う
に
、
み
ち
び
か
れ
る
。
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